
学部 志願者用 
 

東日本大震災被災地（災害救助法適用地域）の志願者に対する 

２０１２年度 入学検定料・入学金・学費等減免措置申請要項 
 

この度の震災で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。 

東京女子大学では、次のような支援措置を講じておりますので、希望する方は内容をご確認の上、お手続ください。 

 

1. 対 象 者 東日本大震災被災地（災害救助法適用地域）の世帯の志願者 

（注）・災害救助法適用地域から東京都を除く。 

・東京電力福島第一原発周辺の警戒区域および計画的避難区域に実家のある者を含む。 

                        ・2012 年度東京女子大学奨学金（授与）予約奨学生採用者、2012 年度新渡戸稲造奨学金採用者を除く。 

2. 減 免 内 容  家屋等の被災状況と被災による家計支持者（原則として父母）の収入の変化によって減免内容
を決定します。  

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
※家屋等・・・家計支持者が所有・居住する家屋または生産手段。警戒区域・計画的避難区域に実家がある場合、 

審査により、全壊とみなす。 

3. 適 用 年 度 2012 年度（前期・後期） 
4. 申 請 書 類     ① 「東日本大震災に係る学費等減免申請書」（学生生活課に請求） 

② 市区町村役場または消防署が発行する「罹災証明書」（原本） 
③ 市区町村役場が発行する家計支持者の「平成 23 年度所得証明書」（原本） 

2011 年 1 月 1 日の時点で居住していた市区町村役場が発行する 2010（平成 22）年中の

所得に関する証明書で、現在取得できる最新のもの。 
家計支持者の「平成 22年分源泉徴収票」「平成 22年分確定申告書」等（コピー） 

④ 次に該当する方は、上記①～③に加えてそれぞれ必要な書類を提出してください。 
· 家計支持者が被災により死亡した場合       その旨の記載された「戸籍抄本(謄本)」（原本） 
· 家計支持者が被災により入院等長期加療中の場合  そのことを証明する医師の「診断書」（原本） 
· その他、被災・収入状況を証明する書類の提出をお願いする場合があります。 
（減免内容査定が収入変化に係わる場合、平成 23年分の年収月収(事業所得)見込証明書等) 

5.         授業料と施設費は、決定額を１/２ずつ前期分及び後期分に振分けて減免します。 
下記期日までに学生生活課必着のこと。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ［減免方法］    

ア）減免決定額の納入を免除します。(「減免決定通知書」により通知します。（※ＡＯ入試については通知が出願期間後になります。）) 
  イ）採用決定後、入学検定料および決定額に応じて入学手続時納入金を返金（後期学費等は納入免除）します。 

6. 問い合せ先   学生生活課 TEL 03-5382-6096 または6136 ［平日 9:00－17:00］(11:25-12:25 を除く) 
7. そ の 他  日本学生支援機構奨学金等については、入学後に相談に応じます。     以上 

収入状況 
家屋等 
被災状況 

収入喪失 収入激減 変化なし 

全 壊 
大規模半壊 

入学検定料、入学金および１年間の

授業料・施設費・実習料相当額 
入学検定料、入学金および１年間の

授業料・施設費・実習料相当額 
入学検定料、入学金および１年間の

授業料・施設費・実習料相当額 

半 壊 入学検定料、入学金および１年間の

授業料・施設費・実習料相当額 
入学検定料、入学金および１年間の

授業料・施設費・実習料相当額 
入学検定料、入学金、実習料１年間分およ

び１年間の授業料・施設費の１/２相当額 

一 部 損 壊 入学検定料、入学金および１年間の

授業料・施設費・実習料相当額 
入学検定料、入学金、実習料１年間分およ

び１年間の授業料・施設費の１/２相当額 対象外 

被 害 な し 入学検定料、入学金および１年間の

授業料・施設費・実習料相当額 
入学検定料、入学金、実習料１年間分およ

び１年間の授業料・施設費の１/２相当額 対象外 

          申請時期 

入試種別       
ア） 入学試験出願前に申請する場合  イ） 入学後に申請する場合 

一般入学試験 
2011 年 11 月 30 日（水）  

 

2012 年 4 月 27 日（金） 

 

 

大学入試センター試験３教科型入学試験 

３月期入学試験 2012 年 2 月 13 日（月） 

ＡＯ入試 2011 年 8 月 31 日（水） ※ 

推薦入学 2011 年 8 月 31 日（水） 

編入学・学士入学試験 2011 年 8 月 31 日（水） 

 
申請期限と 
減 免 方 法 



 
大学院志願者用 

東日本大震災被災地（災害救助法適用地域）の志願者に対する 

 ２０１２年度 入学検定料・学費等減免措置 
 

この度の震災で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。 

東京女子大学では、次の支援措置を講じておりますので、希望する方は内容をご確認の上、お手続きください。 

 

1. 対 象 者 東日本大震災被災地（災害救助法適用地域）の世帯の志願者 

（注）・災害救助法適用地域から東京都を除く。 

・東京電力福島第一原発周辺の警戒区域および計画的避難区域に実家のある者を含む。  

2. 減 免 内 容  家屋等の被災状況と被災による家計支持者（原則として本人、配偶者、父母）の収入の変化によって減
免内容を決定します。 

収入状況 
家屋等 
被災状況 

収入喪失 収入激減 変化なし 

全 壊 
大規模半壊 

入学検定料、 
１年間の授業料相当額 

入学検定料、 
１年間の授業料相当額 

入学検定料、 
１年間の授業料相当額 

半 壊 
入学検定料、 

１年間の授業料相当額 
入学検定料、 

１年間の授業料相当額 
入学検定料、 

１年間の授業料の１/２相当額 

一 部 損 壊 
入学検定料、 

１年間の授業料相当額 
入学検定料、 

１年間の授業料の１/２相当額 
対象外 

被 害 な し 
入学検定料、 

１年間の授業料相当額 
入学検定料、 

１年間の授業料の１/２相当額 
対象外 

    ※家屋等・・・家計支持者が所有・居住する家屋または生産手段。警戒区域・計画的避難区域に実家がある場合、審査 
により、全壊とみなす。 

3. 適 用 年 度  2012年度（前期・後期） 
4. 申 請 書 類     ① 「東日本大震災に係る学費等減免申請書」（学生生活課に請求） 

② 市区町村役場または消防署が発行する「罹災証明書」（原本） 
③ 市区町村役場が発行する家計支持者の「平成 23 年度所得証明書」（原本） 

2011 年 1 月 1 日の時点で居住していた市区町村役場が発行する 2010（平成 22）年中の

所得に関する証明書で、現在取得できる最新のもの。 
家計支持者の「平成 22年分源泉徴収票」「平成 22年分確定申告書」等（コピー） 

④ 次に該当する方は、上記①～③に加えてそれぞれ必要な書類を提出してください。 
· 家計支持者が被災により死亡した場合       その旨の記載された「戸籍抄本(謄本)」（原本） 
· 家計支持者が被災により入院等長期加療中の場合  そのことを証明する医師の「診断書」（原本） 
· その他、被災・収入状況を証明する書類の提出をお願いする場合があります。 
（減免内容査定が収入変化に係わる場合、平成 23年分の年収月収(事業所得)見込証明書等) 

5.         授業料は、決定額を１/２ずつ前期分及び後期分に振分けて減免します。 
下記期日までに学生生活課必着のこと。 

 

 

 

 

 

［減免方法］ア）減免決定額の納入を免除します。(「減免決定通知書」により通知します。) 
           イ）採用決定後、入学検定料および決定額に応じて授業料相当額を返金（後期授業料は納入免除）します。 

6. 問い合せ先   学生生活課 TEL 03-5382-6096 または6136 ［平日 9:00－17:00］(11:25-12:25 を除く)  
7. そ の 他  日本学生支援機構奨学金等については、入学後に相談に応じます。     以上 

    入試種別 ア） 入学試験出願前に申請する場合  イ） 入学後に申請する場合 

一般入学試験（９月期） 2011 年 10 月 31 日(月) 2012 年 4 月 27 日（金） 

一般入学試験（１月期） 2011 年 10 月 31 日（月） 2012 年 4 月 27 日（金） 

社会人対象入学試験 2011 年 10 月 31 日（月） 2012 年 4 月 27 日（金） 

 
申請期限と 
減 免 方 法 



                                               （別紙） 
 
○東北地方太平洋沖地震にかかる災害救助法適用地域     （平成２３年３月２４日 現在） 
                （東京都を除く） 
<岩手県> 
宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、下閉伊郡岩泉町、下閉伊郡

田野畑村、下閉伊郡普代村、九戸郡野田村、九戸郡洋野町、盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、二戸市、

八幡平市、奥州市、岩手郡雫石町、岩手郡葛巻町、岩手郡岩手町、岩手郡滝沢村、紫波郡紫波町、紫波郡矢巾町、

和賀郡西和賀町、胆沢郡金ヶ崎町、西盤井郡平泉町、東盤井郡藤沢町、気仙郡住田町、九戸郡軽米町、九戸郡九戸

村、二戸郡一戸町 
 
<宮城県> 
仙台市、石巻市、塩竃市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、

大崎市、刈田郡蔵王町、柴田郡大河原町、柴田郡川崎町、亘理郡亘理町、亘理郡山元町、宮城郡松島町、宮城郡七

ヶ浜町、宮城郡利府町、黒川郡大和町、黒川郡富谷町、黒川郡大衝村、遠田郡涌谷町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三

陸町、刈田郡七ヶ宿町、柴田郡村田町、柴田郡柴田町、伊具郡丸森町、黒川郡大郷町、加美郡色麻町、加美郡加美

町、遠田郡美里町 
 
<福島県> 
福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、

伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、伊達郡国見町、伊達郡川俣町、安達郡大玉村、岩瀬郡鏡石町、岩瀬郡天栄村、耶

麻郡磐梯町、耶麻郡猪苗代町、河沼郡会津坂下町、河沼郡湯川村、大沼郡会津美里町、西白河郡西郷村、西白河郡

泉崎村、西白河郡中島村、西白河郡矢吹町、東白川郡棚倉町、東白川郡矢祭町、石川郡石川町、石川郡玉川村、石

川郡平田村、石川郡浅川町、石川郡古殿町、田村郡三春町、田村郡小野町、田村双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双

葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡新地町、相馬郡

飯館村、南会津郡下郷町、南会津郡南会津町、南会津郡檜枝岐村、南会津郡只見町、耶麻郡北塩原村、耶麻郡西会

津町、河沼郡柳津町、大沼郡三島町、大沼郡金山町、大沼郡昭和村、東白川郡塙町、東白川郡鮫川村 
 
<青森県> 
八戸市、上北郡おいらせ町 
 
<茨城県> 
水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨木市、笠間市、取手市、

牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾

田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、東茨城郡大洗町、東茨城郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大

子町、稲敷郡阿見町、那珂市、稲敷郡美浦村、稲敷郡河内町、筑西市、稲敷市、北相馬郡利根町 
 
<栃木県> 
宇都宮市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須烏山市、さくら市、那須塩原市、芳賀郡益子町、芳賀郡茂木

町、芳賀郡市貝町、芳賀郡芳賀町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、那須郡那珂川町 
 
<千葉県> 
旭市、香取市、山武市、山武郡九十九里町、千葉市美浜区、習志野市、我孫子市、浦安市 
 
 


